
 

1. はじめに 

平成 30年 7月 13日に公布された「民法及び家事

事件手続法の一部を改正する法律」のうち、遺留分を

中心に解説します。 

2. 遺留分の概要 

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人

に保障された、遺産について最低限留保されなければ

ならない割合のことをいいます。遺留分を侵害された

相続人は、遺留分の減殺請求（新民法では「遺留分侵

害額の請求」という）により、遺留分相当額の財産を

確保することができます（遺留分侵害額の計算につい

ては、図表参照）。 

3. 遺留分減殺請求権の見直し【抜本的改正】 

現在の通説・判例では、遺留分の減殺請求がされる

と、遺留分権利者は物権的請求権をもつ（各財産に対

する遺贈や贈与は遺留分を侵害する限度で失効し、受

遺者又は受贈者（以下「受遺者等」）が取得した権利は

その限度で当然に遺留分権利者との共有になる）こと

となり、遺留分を侵害しているとされた受遺者等にお

いては、預貯金の引き出し・不動産の処分・非上場株

式の承継等の場面で不便が生じることがあります。 

改正により、遺留分侵害額の請求があった場合には、

物権的請求権ではなく、その金額に相当する金銭債権

が生じることになり、金銭で解決することになります

（新民法 1046①）。また、遺留分権利者から金銭の支

払請求を受けた受遺者等が、金銭を直ちに準備できな

い場合には、その受遺者等は、裁判所に対し、金銭債

務の支払いにつき期限の許与を求めることができるよ

うになります（新民法 1047⑤）。これにより、前述の

ような不便が解消されることとなります。 

4. 遺留分の算定方法の見直し【改正】 

現行民法では、基本的に、相続人に対する居住用不

動産の購入資金・居住用不動産・事業用資金・結納

金・結婚の持参金等の贈与（以下「生計の資本等の贈

与」）については、期間制限なく、すべてが遺留分算

定基礎財産の価額に算入されます（図表の②部分）。 

改正により、相続人に対する生計の資本等の贈与の

うち、遺留分算定基礎財産の価額に算入されるのは、

原則として、相続開始前 10 年以内のものに限られる

ことになります（図表の②部分、新民法 1044③）。 

なお、遺留分侵害額の計算上、遺留分権利者に対す

る贈与・遺贈等の特別受益（図表の④部分）について

は、上記のような期間制限はなく、その全額が控除さ

ます（新民法 1046②一）。 

5. （参考）夫婦間の自宅の贈与等を保護【新設】 

婚姻期間が 20 年以上である夫婦の一方が他方に対

し、自宅を贈与又は遺贈（以下「贈与等」）した場合の

遺産分割における相続分の計算については、原則とし

て、その自宅について特別受益を受けたものとして取

り扱わなくてよいこととなります（新民法 903④）。 

この改正は、遺留分の計算には影響はなく、遺産分

割に際し相続分を計算する場合に適用されるものです。

したがって、婚姻期間が 20 年以上である夫婦の一方

が他方に対し自宅を贈与等した場合においても、図表

中の②の加算や④の控除に影響はないため、留意が必

要です。 

6. 施行期日 

上記の改正は、公布の日から 1年を超えない範囲内

において政令で定める日に施行されることとされてお

り、2019年 7月 13日までには施行されます（附則

1）。なお、施行日前に開始した相続については現行民

法の規定が適用され、また上記 5.の規定は施行日前の

贈与等には適用されません（附則 2、4）。 
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